
 

平成 12 年度税制改正の要綱 

 

平成 12 年１月 14 日 

閣 議 決 定 

 

 最近の経済情勢等を踏まえ，本格的な景気回復に資する等の観点から，民間投資等の促進及び中小

企業・ベンチャー企業の振興を図るための措置を講ずるとともに，年金税制，法人関係税制，年齢 16

歳未満の扶養親族に係る扶養控除制度等について，社会経済情勢の変化等に対応するため所要の措置

を講ずることとし，次のとおり税制改正を行うものとする。 

 

一 民間投資等の促進 
 

1 住宅ローン税額控除制度について，平成 13 年中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残

高の限度額，控除期間及び控除率を次のように改める。 

2 特定情報通信機器の即時償却制度について，個人事業者又は法人が，平成 13 年 3 月 31 日までの間

に，取得価額 100 万円未満の特定の情報通信機器を取得し，事業の用に供した場合には，初年度にお

いて，取得価額の全額の損金算入を認める。 

3 中小企業投資促進税制について，中小企業者等が平成 13 年 5 月 13 日までの間に一定の機械装置，

器具備品，貨物自動車又は内航船舶を取得し，製造業，建設業等の用に供した場合には，取得価額の

100 分の 30 の特別償却又は取得価額の 100 分の 7 の特別税額控除の選択適用（一定の要件を満たすリ

ース資産についても特別税額控除を適用）を認める。 

4 中小企業技術基盤強化税制について，平成 13 年 3 月 31 日までの間に開始する事業年度（平成 13

年分）の特別税額 控除割合を 100 分の 10 とする特例を認める。 

 

二 中小企業・ベンチャー企業の振興 
 

1 特定中小会社の株式の譲渡益に対する課税の特例の創設 

 

 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例の対象となる特定中小会社の特定

株式を平成 12 年 4 月 1 日から平成 17 年 3 月 31 日までの間に払込みにより取得した一定の個人が，そ

の特定中小会社の株式の上場等の日において引き続き 3 年を超えて所有していたその特定株式をその

上場等の日以後 1 年以内に譲渡（証券業者への売委託に基づくもの等に限る。）をした場合には，一

定の要件の下で，その譲渡による株式等に係る譲渡所得等の金額をその 2 分の 1 に相当する金額とす

る特例を設ける。 

 この場合において，上記の特例と現行のいわゆる創業者利益の特例（上場等の日において 3 年を超

えて所有していた株式を上場等の日以後 1 年以内に譲渡した場合に，その譲渡による株式等に係る譲

渡所得等の金額をその 2 分の 1 に相当する金額として課税する特例）との重複適用を認める。 

 

2 同族会社の留保金課税の特例の創設 

 

 次の法人について，2 年間の措置として，同族会社の留保金課税を適用しない特例を設ける。 

（1）設立後 10 年以内の新事業創出促進法の中小企業者に該当する会社 



 

 

 現       行 改   正   案 

平成13年1月1日から同年６月30日までの居住分 

<控除期間15年間> 
〔住宅借入金等の年末残高〕〔適用年・控除率〕 
            ・１年目から６年目まで  1％ 
・5,000万円以下の部分 ・７年目から11年目まで0.75％ 
            ・12年目から15年目まで 0.5％ 

平成13年7月1日から同年12月31日までの居住分 

 
 
平 
成 
13 
年 
居 
住 
分 

 
 

<控除期間 6年間> 
〔住宅借入金等の年末残高〕〔控除率〕 

・2,000万円以下の部分       １％ 
・2,000万円超3,000万円以下の部分 0.5％ 

同     左 

 

（2）新事業創出促進法の認定事業者（主務大臣の認定を受けた計画に係る新事業分野開拓を実施する

者） 

 

3 その他 

 

 

（1）中小企業新技術体化投資促進税制について，対象設備の見直しを行った上，その適用期限を 2

年延長する。 

（2）中小企業者等が取得する不正アクセス防御用設備について，2 年間の措置として，取得価額の 100

分の 20 の特別償却を認める。 

（3）欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置について，中小企業者の設立後 5 年間に生じた欠損金額

及び中小企業経営革新支援法に規定する承認経営革新新計画に従って経営革新のための事業を行う

中小企業者の欠損金額に係る適用除外措置の適用期限を 2 年延長する。 

（備考）相続税等における取引相場のない株式の評価方法の適正化 

 （1）類似業種比準方式による評価方法について，各比準要素のうち利益金額に比重を置いた方法と

するとともに，中会社及び小会社の株式について評価の安全性に対する斟酌
しんしゃく

の見直しを行う。 

 （2）小会社の規模基準のうち従業員数基準の見直しを行う。 

 （3）純資産価額方式によることとされている，いわゆる「2 要素ゼロの会社（類似業種比準方式の

各比準要素のうち 2 要素がゼロである会社）」の株式の評価について，類似業種比準方式の併用を

認める。 

 

三 年金税制 
 

1 確定拠出型年金制度（仮称）に係る税制上の措置 

 確定拠出型年金法（仮称）による確定拠出型年金制度の創設に伴い，同制度における拠出，運用及

び給付の各段階について，次の措置を講ずる。 

（1）拠出段階 

 ① 企業型年金の事業主掛金については，事業主の所得の金額の計算上損金（必要経費）に算入す

るとともに，当該掛金に係る従業員の給与所得の金額の計算上，収入金額に算入しない。 

 ② 各年において個人型年金の加入者（以下「個人型加入者」という。）が自己が加入者である個人

型年金につき支払った個人型加入者掛金に付いては，次による。 

  イ 国民年金の第二号被保険者のうち厚生年金基金，適格退職年金等の対象となっておらず，か

つ，確定拠出型年金の企業型年金の対象となっていない企業の従業員が支払った個人型加入者



 

掛金については，その全額を所得控除の対象とする。 

  ロ 自営業者等の国民年金の第一号被保険者が支払った個人型加入者掛金については，その全額

を所得控除の対象とする。 

（2）運用段階 

 ① 資産管理機関が設定する信託 

資産管理機関が受託者である企業型年金に係る信託については，信託財産に帰せられる収入及

び支出等の帰属の原則を適用しない。 

 ② 特別法人税 

   事業主掛金及びその運用益並びに個人型加入者掛金及びその運用益を対象として特別法人税を

課税する。 

 ③ 企業型年金の年金資産である信託財産につき受託者である資産管理機関が受ける一定の利子等

又は配当等に対しては，所得税の源泉徴収を行わない。 

（3）給付段階 

 ① 老齢給付金 

  イ 受給権者が支給を受ける分割（年金）払いの老齢給付金については，公的年金等控除を適用

する。 

  ロ 受給権者が支給を受ける一時金払いの老齢給付金については，退職手当等とみなす。 

  （注）退職手当等とみなして退職所得の金額を計算する場合の退職所得控除の計算の基礎となる

勤続年数の計算については，掛金払込期間を老齢給付金に係る退職所得の勤続年数とすると

ともに，他の退職所得との間で所要の調整を行う。 

 ② 障害給付金 

   障害給付金については，所得税を課税しない。 

 ③ 死亡一時金 

   死亡一時金については，相続税法上のみなし相続財産（退職手当金等に含まれる給付）として

相続税の課税対象とするとともに，法定相続人 1 人当たり 500 万円までの非課税制度の対象とす

る。 

 ④ 脱退一時金 

   脱退一時金については，所得税を課税する。 

（4）移管・移行 

 ① 確定拠出型年金間の年金資産の移管 

加入者が離転職し，年金資産を移管する場合には，一定の手続を前提として税制上の措置を継

続する。 

 ② 確定給付型年金等からの移行確定給付型年金等から確定拠出型年金への移行に伴う所要の措置

を講ずる。 

（5）その他所要の措置を講ずる。 

 

2 その他 

 

 外国法人が退職年金業務等を行う場合について，退職年金等積立金に対する法人税に関する規定に

つき所要の整備を行う。 

 

四 法人関係税制 
 

1 法人税における有価証券の評価方法等について，次のとおり時価法を導入する等の措置を講ずる。 

（1）法人が事業年度末に有する有価証券の評価方法等について，次の改正を行う。 

 ① 売買目的の有価証券については，時価により事業年度末の評価を行う。 



 

 ② 上記①の時価評価の対象とならない有価証券のうち，償還期限及び償還金額のあるものについ

ては，帳簿価額と償還金額との差額をその取得時から償還時までの期間に配分して，益金の額又

は損金の額に算入する。 

 ③ 低価法については，改正事業年度の前事業年度末の価額による切放し措置を講じた上，これを

廃止する。 

（2）法人が事業年度末に有する未決済のデリバティブ取引については，事業年度末に決済したものと

みなして計算した利益相当額又は損失相当額を益金の額又は損金の額に算入する。 

（3）資産・負債の価額変動等による損失を減少させるために行ったデリバティブ取引等のうち，一定

の要件を満たすものについては，みなし決済による利益相当額又は損失相当額の計上を繰り延べ

る等のいわゆるへッジ処理を行う。 

（4）長期外貨建債権債務については，取得時の為替相場に加え，事業年度末の為替相場による換算を

認める。 

（5）上記（1）から（4）までの措置に関連し，有価証券を売買目的有価証券，満期保有目的等有価証

券及びその他有価証券に区分して譲渡損益の計算を行う等所要の措置を講ずる。 

2 ソフトウェアの資産区分を，減価償却資産（無形固定資産）とし，その耐用年数を，複写して販売

するための原本となるソフトウェアについては 3 年，それ以外のものについては 5 年（開発研究用

は 3 年）とする。 

3 産業活力再生特別措置法の規定による認定を受けて行う登記に対する登記免許税の税率の特例の

うち，株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加の登記に対する登録免許税の軽減税率を 1,000

分の 1.5（現行 1,000 分の 3.5，1,000 分の 2）に引き下げる。 

（備考）会社分割に係る税制については，商法や企業会計における検討の動向等を見極めつつ，その

具体的な対応を検討する。また，連結納税制度については，引き続き，その導入に向けた検討

を進める。 

 

五 社会経済情勢の変化への対応 
 

1 年齢 16 歳未満の扶養親族に係る扶養控除制度の見直し 

 
 年齢 16 歳未満の扶養親族に係る扶養控除の額の割増（10 万円加算）の特例を廃止する。 

（注）上記の改正は，平成 12 年分以後の所得税について適用する。 

 

2 相続税の延納の利子税の軽減 

 
 相続税の延納の利子税率を次のように改める。 

 



 

 

区              分 現  行 改定案 

(1) 不動産等の価額が課税相続財産の価額の 50％以上の場合   

 
① 不動産等の価額に対応する税額（②から④までを除く。） 

5.4％ 
（3.3％） 

 ② 不動産等の価額が課税相続財産の価額の 75%以上の場合の不動産
等の価額に対応する税額 

4.2％ 
（2.5％） 

 
③ 緑地保全地区等の土地の価額に対応する税額 

4.8％ 
（2.9％） 

3.6％ 
（2.2％） 

 ④ 計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の 30%以上の場合の当
該立木の価額に対応する税額 

3.6％ 
（2.2％） 

3.0％ 
（1.8％） 

 
⑤ その他の財産の価額に対応する税額 

6.0％ 
（3.6％） 

5.4％ 
（3.3％） 

(2)不動産等の価額が課税相続財産の価額の 50%未満の場合   

 ① 立木の価額が課税相続財産の価額の 30%を超える場合の立木の価
額に対応する税額（③を除く。） 

5.4％ 
（3.3％） 

4.8％ 
（2.9％） 

 
② 緑地保全地区等の土地の価額に対応する税額 

4.8％ 
（2.9％） 

4.2％ 
（2.5％） 

 ③ 計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の 30％以上の場合の当
該立木の価額に対応する税額 

3.6％ 
（2.2％） 

3.0％ 
（1.8％） 

 
④ その他の財産の価額に対応する税額 

6.6％ 
（4.0％） 

6.0％ 
（3.6％） 

（注） 上記の改正は，平成 12 年４月１日以後の期間に対応する利子税について適用する。 

    なお，（ ）内は，利子税の割合の特例を適用した後の利子税率（公定歩合年 0.5％の場合）である。 

 

3 環境・福祉関係 

 

（1）公害防止用設備の特別償却制度について，対象設備にダイオキシン類排出削減設備を加えるとと

もに，産業廃棄物処理用設備の高温焼却装置に係る要件を緩和するほか，対象設備の見直しを行っ

た上，その適用期限を 1 年又は 2 年延長する。 

（2）再商品化設備等の特別償却制度について，適用対象に家庭用電気機器廃棄物再生処理装置を加え

るとともに，対象設備の見直しを行った上，その適用期限を 2 年延長する。 

（3）障害者対応設備等の特別償却制度について，対象設備等にノンステップバスを加えるとともに，

バスに係る償却割合を 100 分の 20（現行 100 分の 25）に引き下げた上，その適用期限を 2 年延長す

る。 

（4）エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について，対象設備等の見直しを行った上，その適用

期限を 2 年延長する。 

（5）再生資源分別回収設備の特別償却制度について，対象設備の見直しを行った上，その適用期限を

2 年延長する。 

（6）金属鉱業等鉱害防止準備金制度の適用期限を 2 年延長する。 

（7）特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金制度の適用期限を 2 年延長する。 

 

4 住宅・土地関係 

 

（1）給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を 2 年延長する。 

（2）住宅ローン税額控除制度及び特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例の



 

対象となる住宅借入金等の借入先の範囲に，当初の住宅借入金等の借入先である一定の金融機関等

（以下「当初の適格金融機関等」という。）から当該住宅借入金等に係る債権の譲渡等を受けた一定

の者（一定の要件の下で当該住宅借入金等に係る債権の管理・回収等の業務を当該当初の適格金融

機関等に委託等をしているものに限る。）を加えること等により，住宅借入金等に係る債権の譲渡等

があった場合でも引き続きこれらの特例の適用が受けられる措置を講ずる。 

（3）収用等の場合の 5,000 万円特別控除等の適用対象に，緑資源公団法の規定に基づく資産の収用等

に伴い，補償金等を取得した場合を加える。 

（4）農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の 800 万円特別控除の適用対象に，緑資源公

団法の規定に基づく創設換地により土地等を取得しなかったことに伴い清算金を取得した場合を加

える。 

（5）不動産特定共同事業者が，平成 12 年 4 月 1 日から平成 14 年 3 月 31 日までの間に，不動産特定

共同事業契約（匿名組合契約）に基づく一定の事業により取得する不動産の所有権の移転登記に対

する登録免許税の税率を 1,000 分の 30（本則 1,000 分の 50）に軽減する特例を設ける。 

（6）不動産特定共同事業者が不動産特定共同事業契約（任意組合契約）に基づく事業により取得する

土地等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を 2 年延長する。 

（7）土地に関する登記のうち課税標準が不動産の価額であるものに係る登録免許税の課税標準の特例

の適用期限を 3 年延長する。 

 

5 阪神・淡路大震災の被災者等に係る特例関係 

 

（1）阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をした建物等の原状回復のために要する費用に係る指定寄

附金の認定申請期限を 1 年延長する。 

（2）被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例の要件とされる譲渡期限を 2 年延長する。 

（3）被災代替資産等の特別償却制度の適用期限を 2 年延長する。 

（4）阪神・淡路大震災の被災者等に係る特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の適用期限を 2

年延長する。 

（5）阪神・淡路大震災の被害者に対する特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置につ

いて，対象範囲から特別貸付けを終了した公的貸付機関等を除外した上，その適用期限を 5 年延長

する。 

（6）阪神・淡路大震災の被災者等が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等に対する登録免

許税の免税措置の適用期限を 5 年延長する。 

（7）阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記に対する登録免許

税の免税措置の適用期限を 5 年延長する。 

 

6 特定目的会社等に係る税制上の措置 

 

 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律及び証券投資信託及び証券投資法人に関する法

律の改正に伴い，次の措置を講ずる。 

（1）特定目的会社（SPC）の流動化対象資産の範囲の拡大等に伴う措置 

 ① 一定の要件を満たす特定目的会社が国内において支払を受ける一定の利子等又は配当等につい

ては，所得税の源泉徴収を行わない。 

 ② 一定の要件を満たす特定目的会社について，支払配当の損金算入措置を引き続き講ずる。 

 ③ 特定目的会社が新たに発行できることとされる社債については，転換社債又は新株引受権付社

債と同様の課税を行う。 

 ④ 一定の要件を満たす特定目的会社について，不動産等を取得した場合の所有権の移転登記等に

対する登録免許税の税率の軽減措置を引き続き講ずる。 



 

 ⑤ その他所要の税制上の措置を講ずる。 

（2）証券投資法人（改正後 投資法人（仮称））の運用対象資産の範囲の拡大等に伴う措置 

 ① 一定の要件を満たす投資法人が国内において支払を受ける一定の利子等又は配当等についてい

は，所得税の源泉徴収を行わない。 

 ② 一定の要件を満たす投資法人について，支払配当の損金算入措置を引き続き講ずる。 

 ③ 投資法人が新たに発行できることとされる投資債（仮称）については，社債と同様の課税を行

う。 

 ④ その他所要の税制上の措置を講ずる。 

（3）特定目的信託（仮称）及び投資信託（仮称）の創設に伴う措置 

 ① 特定目的信託及び投資信託については，信託財産に帰せられる収入及び支出等の帰属の原則を

適用しない。 

 ② 特定目的信託の信託設定時の資産の移転は，その設定時の資産の譲渡とみなす。 

 ③ 一定の要件を満たす特定目的信託及び投資信託が国内において支払を受ける一定の利子等又は

配当等については，所得税の源泉徴収を行わない。 

 ④ 特定目的信託及び投資信託（証券投資信託及び証券投資信託以外の投資信託のうち公募型のも

のを除く。以下「特定信託」という。）の信託財産から生ずる所得について，法人税の課税対象と

し，その特定信託が，多数の投資家又は特定の機関投資家に証券を発行しているものであること，

所得の 100 分の 90 以上を分配していること等の要件を満たしている場合には，所得の金額を限度

として，その計算期間に係る支払配当の額を損金の額に算入する。 

 ⑤ 特定目的信託及び投資信託に係る受益証券の収益の分配については，これらの信託に係る信託

財産やその受益証券の内容に応じた課税を行うとともに，特定目的信託及び投資信託のうち証券

投資信託以外のものから支払を受ける収益の分配については，受取配当等の益金不算入又は配当

控除に関する規定は適用しない。 

 ⑥ その他所要の税制上の措置を講ずる。 

 

７ その他 

（1）民事再生法の制定に伴い，貸倒引当金の繰入限度額の計算上個別評価による繰入れの対象となる

事由に，民事再生法の規定による再生計画認可の決定を加える等所要の措置を講ずる。 

（2）農地等に係る相続税及び贈与税の納税猶予の特例について，農用地利用集積計画に基づき一定の

要件の下で特例適用農地等の貸付けを行った場合には，納税猶予の特例の継続適用を認める措置を

講ずる。 

（3）農業共済組合が，平成 12 年 4 月 1 日から平成 14 年 3 月 31 日までの間に，農業災害補償法の規

定により農業共済組合連合会の権利義務を包括承継した場合の不動産の所有権の移転登記に対する

登録免許税の税率を 1,000 分の 6（本則 1,000 分の 50）に軽減する特例を設ける。 

（4）森林組合が，平成 12 年 4 月 1 日から平成 14 年 3 月 31 日までの間に，森林組合法の規定により

森林組合連合会の権利義務を包括承継した場合の不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税

の税率を 1,000 分の 6（本則 1,000 分の 50）等に軽減する特例を設ける。 

 

六 その他の租税特別措置 
 

 租税特別措置について，所要の経過措置を講じた上，次の措置を講ずる。 

 

1 廃止 

 

 次に掲げる特別措置を廃止する。 

（1）集落地域整備法の規定による交換分合により農用地を取得した場合の所有権の移転登記に対する



 

登録免許税の税率の軽減 

（2）漁業再建整備特別措置法の規定による認定に係る登記に対する登録免許税の税率の軽減 

（3）銀行持株会社の創設のための合併等に係る登記に対する登録免許税の税率の軽減 

（4）緑地管理機構が取得した土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減 

（5）東海旅客鉄道株式会社が譲り受けた新幹線鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等に対する

登録免許税の免税 

（6）鉄道事業者が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の規定により日本鉄道建設公

団から無償で取得する一定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率

の軽減 

 

2 縮減等 

 

（1）税額控除等 

 ① 増加試験研究費等の税額控除制度について，対象となる試験研究費の範囲から，特定農産加工

業経営改善臨時措置法の特定事業協同組合等が賦課する負担金及びエネルギー等の使用の合理化

及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の組合等が賦課する負担金を除

外する。 

 ② 中小企業等基盤強化税制について，適用対象から特定産業集積の活性化に関する臨時措置法に

係る措置を除外する。 

 ③ 製品輸入額が増加した場合の税額控除制度について，特別税額控除額を製品輸入増加額の 100

分の 4（現行製品輸入増加割合に応じ 100 分の 4 から 100 分の 5）相当額とした上，その適用期限

を 2 年延長する。 

 ④ 技術等海外取引に係る所得の特別控除制度について，当期の所得に係る控除限度額を所得金額

の 100 分の 20（現行 100 分の 25）に引き下げる。 

（2）特別償却 

 ① 船舶等の特別償却制度について，船員訓練設備の範囲を見直した上，その適用期限を 1 年延長

する。 

 ② 地震防災対策用資産の特別償却制度について，償却割合を 100 分の 11（現行 100 分の 12）に引

き下げる。 

 ③ 事業革新設備等の特別償却制度について，次の見直しを行う。 

 イ 産業活力再生特別措置法に係る措置について，事業革新設備の見直しを行う。 

 ロ 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法に係る措置について，特定業種に属する事業を営む

事業者が取得する特定技術革新設備に係る償去割合の特例を廃止する。 

 ハ 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に係る措置の適用期限を 2 年延長する。 

 ④ 特定余暇利用施設の特別償却制度について，対象資産の取得価額の最低限度を 1 億 2，000 万円

（現行 1 億円） に引き上げた上，対象となる取得期間を基本構想承認後 14 年以内（現行 12 年

以内）に延長するとともに，当該延長期間に係る償却割合を 100 分の 5（現行 100 分の 6）に引き

下げる。 

 ⑤ 特定電気通信設備等の特別償却制度について，次の見直しを行う。 

 イ 電気通信基盤充実設備に係る措置について，対象設備を縮減した上，その適用期限を 1 年延長

する。 

 ロ 電気通信利便性充実設備に係る措置について，有線テレビジョン放送事業者のデジタル伝送装

置に係る償却割合の特例を廃止した上，その適用期限を 1 年延長する。 

 ハ 電気通信役務の安定的な提供に資する設備に係る措置について，償却割合を 100 分の 8（現行

100 分の 9）に引き下げる。 

 ⑥ 商業施設等の特別償却制度について，中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性



 

化の一体的推進に関する法律に規定する貨物運送効率化事業に係る措置につき，対象法人の範囲

を見直した上，その適用期限を 2 年延長する。 

 ⑦ 特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却制度について，償却割合を，機械装置に

あっては 100 分の 22（現行 100 分の 25）に，建物等にあっては 100 分の 10（現行 100 分の 12）

にそれぞれ引き下げた上，その適用期限を 2 年延長する。 

 ⑧ 低開発地域工業開発地区及び農村地域工業等導入地区における工業用機械等の特別償却制度に

ついて，対象資産の取得価額の最低限度を 2，500 万円超（現行 2，300 万円超）に引き上げると

ともに，償却割合を，機械装置にあっては 100 分の 10（現行 100 分の 11）に，建物等にあっては

100 分の 5（現行 100 分の 6）にそれぞれ引き下げた上，その適用期限を 2 年延長する。 

 ⑨ 農業経営改善計画等を実施する者の機械等の割増償却制度について，割増率を，林業経営改善

計画に係る措置にあっては 100 分の 12（現行 100 分の 15）に，共同改善計画に係る措置にあって

は 100 分の 14（現行 100 分の 15）にそれぞれ引き下げた上，その適用期限を 2 年延長する。 

 ⑩ 優良賃貸住宅等の割増償却制度について，割増率を，耐用年数 35 年以上のものにあっては 100

分の 44（現行 100 分の 55）に，耐用年数 35 年未満のものにあっては 100 分の 32（現行 100 分の

40）にそれぞれ引き下げるとともに，適用対象となる都心共同住宅の範囲を見直した上，その適

用期限を 2 年延長する。 

 ⑪ 倉庫用建物等の割増償却制度について，割増率を 100 分の 16（現行 100 分の 18）に引き下げた

上，その適用期限を 2 年延長する。 

 ⑫ 鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却制度について，対象となる支出金の範囲から，

特定農産加工業経営改善臨時措置法の特定事業協同組合等が賦課する負担金及びエネルギー等の

使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の組合等が賦課す

る負担金を除外する。 

（3）準備金等 

 ① 創業中小企業投資損失準備金制度について，積立率を 100 分の 14（現行 100 分の 16）に引き下

げた上，その適用期限を 2 年延長する。 

 ② 特定都市鉄道準備金制度について，準備金の取崩し事由として一定の部分供用を開始した場合

を加えた上，その適用期限を 2 年延長する。 

 ③ プログラム等準備金制度について，汎用プログラムのうち制御プログラムの開発費用に係る収

入金額 50 億円超の部分の積立率を 100 分の 2（現行 100 分の 5）に引き下げる。 

 ④ 原子力発電施設解体準備金制度について，対象となる解体費用に解体放射性廃棄物処理処分費

用を加えるとともに，積立限度額の見直しを行う。 

 ⑤ 保険会社等の異常危険準備金制度について，対象となる共済に消費生活協同組合及び同連合会

が行う自然災害共済を加える。 

 ⑥ 中小企業の貸倒引当金の特例について，公益法人等及び協同組合等を除き，繰入限度額を 100

分の 116 とする措置を廃止する。 

 ⑦ 鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例について，対象となる試験研究用資産の範囲から，特

定農産加工業経営改善臨時措置法の特定事業協同組合等が取得する試験研究用資産及びエネルギ

ー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の組合等が

取得する試験研究用資産を除外する。 

 ⑧ 特定対内投資事業者に係る欠損金の繰越期間の特例について，欠損金の繰越期間を 7 年（現行

10 年）とした上，その適用期限を 2 年延長する。 

 

（4）特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について，適用対象から工業再配置促進法の移転促進

地域から誘導地域への工場の移転に伴う買換えを除外する。 

（5）国有農地等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について，農地法第 74

条の 2 の規定による土地の譲与を受けた場合の所有権の保存登記に係る税率の軽減措置を廃止した



 

上，その適用期限を 2 年延長する。 

（6）事業協同組合等が旧中小企業事業団から融資を受けて取得した土地等を組合員等に再譲渡する場

合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について，経過措置の一部を廃止した

上，その適用期限を 2 年延長する。 

（7）特定の遠洋漁船の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について，適用対象

漁船の範囲を見直した上，その適用期限を 2 年延長する。 

（8）特定の民間都市開発事業等の用に供する土地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免

許税の税率の軽減措置について，軽減税率を 1,000 分の 16（現行 1,000 分の 12）に引き上げた上，

その適用期限を 2 年延長する。 

 

3 適用期限の延長 

 

（1）肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を 5 年延長する。 

（2）次に掲げる特別措置の適用期限を 2 年延長する。 

 ① 民間国外債等の利子及び発行差金の課税の特例 

 ② 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税 

 ③ 海外投資等損失準備金 

 ④ ガス熱量変更準備金 

 ⑤ 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例 

 ⑥ 欠損金の繰戻しによる還付の不適用 

 ⑦ 特定の輸入石油製品等に係る石油税の免税 

 ⑧ 特定の国産石油製品に係る石油税の還付 

 ⑨ 約束手形に係る印紙税の税率等の特例（コマーシャル・ペーパーの税率の軽減） 

 

 ⑩ 農地保有合理化法人が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率

の軽減 

 ⑪ 農業振興地域の整備に関する法律の規定による交換分合により土地を取得した場合の所有権の

移転登記に対する登録免許税の税率の軽減 

 ⑫ 事業協同組合等が環境事業団から譲り受けた土地を組合員等に再譲渡する場合の所有権の移転

登記に対する登録免許税の税率の軽減 

 ⑬ 国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減 

 ⑭ 卸売市場法，特定農産加工業経営改善臨時措置法及び新事業創出促進法の規定により読み替え

て適用される産業活力再生特別措置法の規定による認定等に係る登記に対する登録免許税の税率

の軽減 

 ⑮ 公的医療機関の開設者等が国立病院等に係る土地等を取得した場合の所有権の移転登記に対す

る登録免許税の税率の軽減 

 ⑯ 沿道整備権利移転等促進計画に基づき土地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免

許税の税率の軽減 

 ⑰ 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律に規定す

る認定特定事業計画に基づき施設等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税

率の軽減 

 ⑱ 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定資産を取得した場合の所有権の移転登記等に対す

る登録免許税の税率の軽減 

（3）次に掲げる特別措置の適用期限を 1 年延長する。 

 ① 電線類地中化設備の特別償却 

 ② 入国者が輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例 



 

 

 

七 その他 
 

1 報酬・料金等の支払調書，給与所得の源泉徴収票等の税務署長への提出の特例について，一定の要

件の下で，フロッピーディスク及び光磁気ディスクによる提出を認める措置を講ずる。 

（注）上記の改正は，平成 12 年 11 月 1 日から施行する。 

   なお，上記の提出は，平成 13 年 4 月 1 日以後に行うものについて適用する。 

2 損害保険料控除の対象となる契約の範囲に，消費生活協同組合連合会の締結した自然災害共済に係

る契約等を加える。 

3 取引を正規の簿記の原則に従って記録している者については，青色申告特別控除額を 55 万円（現

行 45 万円）に引き上げる。なお，簡易な簿記の方法により記録している者に係る経過措置の控除額

は，現行どおり（45 万円）とする。 

（注）上記の改正は，平成 12 年分以後の所得税について適用する。 

4 損害保険会社の有する有価証券について，特別勘定に属する有価証券とその他の有価証券との区分

評価を認める措置を講ずる。 

5 エキス分 16 度未満のみりん及びみりんに性状が類似する雑酒のうち，アルコール分 23 度未満かつ

エキス分 8 度以上のもの以外のものに係る酒税の税率について，しようちゅうと同等の水準（アル

コール分 25 度において 248,100 円／kl（現行 39,200 円／kl）とする措置を講ずる。 

（注）上記の改正は，平成 12 年 4 月 1 日から実施する。 

6 自動車検査証の有効期間が2年とされる自家用の車両総重量2.5トン以下の貨物自動車に係る自動

車重量税の特例税率を車両総重量 1 トンごとに 8,800 円とする。 

（注）上記の改正は，平成 12 年 5 月 1 日から実施する。 

7 日本銀行が行う社債等担保手形オペレーション等の対象手形に係る印紙税の税率を一通につき

200 円とする。 

8 相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した時において日本国内に住所を有していない相続

人若しくは受遺者又は受贈者で日本国籍を有する者（相続人等及びその相続等に係る被相続人等が

ともに相続の開始等前 5 年以内に日本国内に住所を有したことがない場合の相続人等を除く。）が

取得した国外財産を相続税又は贈与税の課税の対象に加える。 

（注）上記の改正は，平成 12 年 4 月 1 日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者の

相続税又は贈与税について適用する。 

9 不動産の登記のうち共有物の分割による所有権の移転登記について，分筆等前の共有持分に応ずる

部分以外の部分に対する登録免許税の税率を 1,000 分の 50（現行 1,000 分の 6）とする。 

（注）上記の改正は，平成 12 年 4 月 1 日以後に受ける登記に対する登録免許税について適用する。 

10 その他所要の税制の整備を行う。 

（備考） 

  以上の税制改正による増減収額は，別表のとおりと見込まれる。 



 

（別表） 

 

平成12年度の税制改正（内国税関係）による増減収見込額 

 

（単位 億円） 

改     正     事     項 平 年 度 初 年 度 

1．民間投資等の促進等   

（1）住宅ローン税額控除制度 △ 2,800 － 

（2）特定情報通信機器の即時償却制度 △ 2,950 △ 2,360 

（3）中小企業投資促進税制 △1,450 △ 990 

（4）その他 △ 230 △ 120 

     計 △ 7,430 △ 3,470 

2．確定拠出型年金制度（仮称）に係る税制上の措置 △ 1,410 0 

3．16歳未満の扶養親族に係る扶養控除制度の見直し 2,030 2,030 

4．その他   

（1）企業関係租税特別措置の整理合理化 250 140 

（2）その他 △ 130 △ 170 

     計 120 △ 30 

   合   計 △ 6,690 △ 1,470 

（注）住宅ローン税額控除制度の平年度減収額は，平成 13 年 1 月 1 日から同年 6 月 30 日までの居住

分について，現行税制に比して増加する減収額としている。 



 

表１ 国民所得に対する租税負担率 

租 税 負 担 額 負  担  率 年    度 国民所得 
国   税 地 方 税 計 国  税 計 

昭和 9～11 年度…… 百万円 百万円 百万円 百万円 ％ ％ 
 14,372 1,226 629 1,855 8.5 12.9 

 億円 億円 億円 億円   

24…………… 27,373 6,361 1,424 7,785 23.2 28.4 

25…………… 33,815 5,702 1,883 7,585 16.9 22.4 

30…………… 69,733 9,363 3,815 13,178 13.4 18.9 

35…………… 134,967 18,010 7,442 25,452 13.3 18.9 

40…………… 268,270 32,785 15,494 48,279 12.2 18.0 

41…………… 316,448 36,630 17,686 54,316 11.6 17.2 

42…………… 375,477 43,946 21,495 65,441 11.7 17.4 

43…………… 437,209 53,220 25,801 79,021 12.2 18.1 

44…………… 521,178 64,532 30,902 95,434 12.4 18.3 

45…………… 610,297 77,732 37,507 115,239 12.7 18.9 

46…………… 659,105 84,426 42,358 126,784 12.8 19.2 

47…………… 779,369 103,977 50,044 154,021 13.3 19.8 

48…………… 958,396 140,473 64,913 205,386 14.7 21.4 

49…………… 1,124,716 157,544 82,375 239,919 14.0 21.3 

50…………… 1,239,907 145,043 81,548 226,591 11.7 18.3 

51…………… 1,403,972 168,020 95,641 263,661 12.0 18.8 

52…………… 1,557,032 184,341 110,052 294,393 11.8 18.9 

  (208,721)  (331,092) (12.2) (19.3) 

53…………… 1,717,785 232,239 122,371 354,610 13.5 20.6 

54…………… 1,822,066 249,566 140,315 389,881 13.7 21.4 

55…………… 1,995,902 283,688 158,938 442,626 14.2 22.2 

56…………… 2,097,489 304,551 173,255 477,806 14.5 22.8 

57…………… 2,193,918 320,031 186,286 506,317 14.6 23.1 

58…………… 2,308,057 341,621 198,413 540,034 14.8 23.4 

59…………… 2,436,089 367,748 214,939 582,687 15.1 23.9 

60…………… 2,602,784 391,502 233,165 624,667 15.0 24.0 

61…………… 2,711,297 428,510 246,282 674,792 15.8 24.9 

62…………… 2,838,955 478,068 272,040 750,108 16.8 26.4 

63…………… 3,013,800 521,938 301,169 823,107 17.3 27.3 

平成元…………… 3,221,436 571,361 317,951 889,312 17.7 27.6 

2…………… 3,457,391 627,798 334,504 962,302 18.2 27.8 

3…………… 3,630,542 632,110 350,727 982,837 17.4 27.1 

4…………… 3,690,881 573,964 345,683 919,647 15.6 24.9 

5…………… 3,724,644 571,142 335,913 907,055 15.3 24.4 

6…………… 3,737,720 540,007 325,391 865,398 14.4 23.2 

7…………… 3,807,146 549,630 336,750 886,380 14.4 23.3 

8…………… 3,918,762 552,261 350,937 903,198 14.1 23.0 

9…………… 3,923,194 556,007 361,555 917,562 14.2 23.4 

10…………… 3,792,389 511,977 359,222 871,199 13.5 23.0 

11  補正後 3,781,000 476,605 349,846 826,451 12.6 21.9 

12  予 算 3,831,000 506,620 354,838 861,458 13.2 22.5 

(備考)１ 国税には特別会計分及び日本専売公社納付金を含み，平成 10 年度までは決算額，11 年度は補正(第２号)後予算額，
12 年度は予算額によった。なお，昭和 53 年度のかっこ内は，年度所属区分の改正による増収額を除外した場合である。 

   ２ 地方税は平成 10 年度までは決算額，11 年度及び 12 年度は見込額である。 



 

表２ 直接税及び間接税等の比率 

   年    度 総  額 
比  率 

直 接 税 
比  率 

間接税等 
比  率 

昭和 9～11 年度…… 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
 1,226 100 427 34.8 799 65.2 

 億円  億円  億円  

24…………… 6,361 100 3,444 54.1 2,917 45.9 

25…………… 5,702 100 3,136 55.0 2,566 45.0 

30…………… 9,363 100 4,811 51.4 4,552 48.6 

35…………… 18,010 100 9,784 54.3 8,226 45.7 

40…………… 32,785 100 19,416 59.2 13,369 40.8 

41…………… 36,630 100 21,718 59.3 14,912 40.7 

42…………… 43,946 100 26,624 60.6 17,322 39.4 

43…………… 53,220 100 32,826 61.7 20,394 38.3 

44…………… 64,532 100 41,174 63.8 23,358 36.2 

45…………… 77,732 100 51,344 66.1 26,388 33.9 

46…………… 84,426 100 56,559 67.0 27,867 33.0 

47…………… 103,977 100 70,403 67.7 33,574 32.3 

48…………… 140,473 100 101,609 72.3 38,864 27.7 

49…………… 157,544 100 116,497 73.9 41,047 26.1 

50…………… 145,043 100 100,583 69.3 44,460 30.7 

51…………… 168,020 100 113,509 67.6 54,511 32.4 

52…………… 184,341 100 124,985 67.8 59,356 32.2 

 （208，721） （100） （140，325） （67．2） （68，396） （32．8） 

53…………… 232,239 100 160,888 69.3 71,351 30.7 

54…………… 249,566 100 170,827 68.4 78,739 31.6 

55…………… 283,688 100 201,628 71.1 82,060 28.9 

56…………… 304,551 100 213,550 70.1 91,001 29.9 

57…………… 320,031 100 226,446 70.8 93,585 29.2 

58…………… 341,621 100 242,535 71.0 99,086 29.0 

59…………… 367,748 100 262,813 71.5 104,935 28.5 

60…………… 391,502 100 285,170 72.8 106,332 27.2 

61…………… 428,510 100 313,144 73.1 115,366 26.9 

62…………… 478,068 100 350,270 73.3 127,798 26.7 

63…………… 521,938 100 382,228 73.2 139,710 26.8 

平成元…………… 571,361 100 423,926 74.2 147,435 25.8 

2…………… 627,798 100 462,971 73.7 164,827 26.3 

3…………… 632,110 100 463,073 73.3 169,037 26.7 

4…………… 573,964 100 405,520 70.7 168,444 29.3 

5…………… 571,142 100 396,582 69.4 174,560 30.6 

6…………… 540,007 100 359,567 66.6 180,440 33.4 

7…………… 549,630 100 363,519 66.1 186,111 33.9 

8…………… 552,261 100 360,476 65.3 191,785 34.7 

9…………… 556,007 100 352,325 63.4 203,682 36.6 

10…………… 511,977 100 303,397 59.3 208,580 40.7 

11  補正後 476,605 100 266,740 56.0 209,865 44.0 

12  予 算 506,620 100 302,990 59.8 203,630 40.2 

（備考）１ 本表は国税について作成したものであり，その範囲等については前掲２表備考１参照。 
    ２ 直接税，間接税等の区分は下記による。 
       直接税  所得税，法人税，法人特別税，法人臨時特別税，会計臨時特別税，相続税，地価税，富裕税，再評価

税，地租，営業収益税，資本利子税，鉱業税，臨時利得税，旧税及び還付税収入 
       間接税等 直接税以外のもの 



 

表３ 主要経済指標の見通し 

10 年度  11 年度 12 年度  対前年度比増減率 
１．国内総生産 

（実績） 
実 績 
見込み 

（見通し） 11 年度 12 年度 

 
名目・兆円 名目・兆円 

程度 
名目・兆円 

程度 
名目・％ 

程度 
実質・％ 

程度 
名目・％ 

程度 
実質・％ 

程度 

国 内 総 生 産 497.3 495.2 498.9 △0.4 0.6 0.8 1.0 

民 間 最 終 消 費 支 出 305.4 309.2 313.2 1.2 1.6 1.3 1.0 

民 間 住 宅 19.6 20.7 20.3 5.4 6.0 △1.8 △1.6 

民 間 企 業 設 備 72.9 66.8 67.0 △8.4 △6.1 0.3 1.4 

民 間 在 庫 品 増 加 △0.4 0.8 1.2 (0.2) (0.2) (0.1) (0.1) 

政 府 支 出 89.9 90.2 90.6 0.4 1.9 0.4 0.5 

政 府 最 終 消 費 支 出 50.9 50.7 50.8 △0.4 0.9 0.2 0.2 

公 的 国 定 資 本 形 成 39.1 39.5 39.8 1.0 2.7 0.7 0.9 

財貨・サービスの輸出 53.7 51.2 51.6 △4.7 3.7 0.8 3.8 

（控除）財貨・サービスの
輸入 

43.9 43.7 45.0 △0.5 5.4 2.9 3.7 

内 需 寄 与 度 － － － 0.1 0.7 0.9 0.9 

民 需 寄 与 度 － － － △0.0 0.4 0.8 0.8 

公 需 寄 与 度 － － － 0.1 0.3 0.1 0.1 

外 需 寄 与 度 － － － △0.5 △0.1 △0.2 0.1 

国 民 総 生 産 504.1 501.7 506.4 △0.5 0.6 0.9 1.2 

国 民 所 得 379.2 378.1 383.1 △0.3 － 1.3 － 

雇 用 者 所 得 282.0 279.2 280.6 △1.0 － 0.5 － 

財 産 所 得 18.8 17.3 16.0 △7.9 － △7.6 － 

企 業 所 得 78.4 81.6 86.5 4.0 － 6.1 － 

（注）民間在庫品増加の（ ）内は国内総生産に対する寄与度。 
 

10 年度 11 年度 12 年度 対前年度比増減率 
2．労働・雇用 

（実績） （実績見込み） （見通し） 11 年度 12 年度 

 万人 万人程度 万人程度 ％程度 ％程度 

労 働 力 人 口 6,789 6,780 6,775 △ 0.1 △ 0.1 

就 業 者 総 数 6,495 6,460 6,470 △ 0.5 0.2 

雇 用 者 総 数 5,353 5,330 5,350 △ 0.4 0.4 

 ％ ％程度 ％程度   

完 全 失 業 率 4.3 4.7 4.5 － － 

      

10 年度 11 年度 12 年度 対前年度比増減率 
3．生   産 

（実績） （実績見込み） （見通し） 11 年度 12 年度 

 ％ ％程度 ％程度   

鉱工業生産指数・増減率 △ 7.1 2.5 2.2 － － 

       

10 年度 11 年度 12 年度 対前年度比増減率 
4．物   価 

（実績） （実績見込み） （見通し） 11 年度 12 年度 

 ％ ％程度 ％程度   

国内卸売物価指数・謄落率 △ 2.1 △ 1.0 △0.1 － － 

消費者物価指数・謄落率 0.2 △ 0.3 0.3 － － 



 

10 年度 11 年度 12 年度 対前年度比増減率 
5．国際収支 

（実績） （実績見込み） （見通し） 11 年度 12 年度 

 兆円 兆円程度 兆円程度 ％程度 ％程度 

貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支 9.6 7.3 6.5 － － 

貿 易 収 支 16.0 13.6 12.9 － － 

輸 出 47.6 45.9 46.3 △3.6 0.8 

輸 入 31.7 32.3 33.4 2.0 3.4 

経 常 収 支 15.2 12.3 11.4 － － 

 ％ ％程度 ％程度   

経常収支対名目 G D P 比 3.1 2.5 2.3 － － 

（備考） 上記の諸計数は，現在考えられる内外環境を前提とし，「平成 12 年度の経済見通しと経済運営の基本
的態度」（12 年１月 28 日閣議決定）において表明されている経済運営の下で想定された平成 12 年度の
経済の姿を示すものであり，我が国経済は民間活動がその主体をなすものであること，また，特に国際
環境の変化には予見し難い要素が多いことにかんがみ，これらの数字はある程度幅をもって考えられる
べきものである。 


